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各
地
区
の
会
長

　

こ
れ
か
ら
三
年
間
、
行
政
を
は

じ
め
と
し
て
、
各
関
係
機
関
と
手

を
携
え
て
皆
さ
ん
と
一
緒
に
仲
良
く

活
動
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

芝　

地　

区　
　

伊 

藤　

孝 

昭

高

輪
地
区　
　

田
中  　
　

泉

麻

布
地
区　
　

小
田
坊切  

惠
子

赤
坂
青
山
地
区　
　

小
林  

百
合
子

芝
浦
港
南
地
区　
　

古
⻆  

佐
知
子

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
皆
さ
ま

に
は
、
日
頃
か
ら
、
福
祉
の
さ
ま
ざ

ま
な
分
野
で
ご
尽
力
い
た
だ
き
、
心

か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
、
一
斉
改
選
の
年
に
あ
た

り
ま
し
た
。

退
任
さ
れ
た
二
十
七
名
の
委
員
の

皆
さ
ま
に
は
、
長
い
間
、
地
域
福
祉

の
向
上
に
ご
貢
献
い
た
だ
き
、
心
か

ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。

退
任
さ
れ
た
後
も
、
民
生
・
児
童

委
員
と
し
て
培
わ
れ
た
ご
経
験
を
も

と
に
、
よ
り
よ
い
地
域
社
会
づ
く
り

の
た
め
に
、
今
後
と
も
お
力
添
え
を

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

十
二
月
十
三
日
に
は
、
厚
生
労
働

大
臣
か
ら
の
委
嘱
状
を
百
三
十
六
名

の
民
生
・
児
童
委
員
の
方
に
お
渡
し

い
た
し
ま
し
た
。
新
た
に
就
任
さ
れ

た
皆
さ
ま
、
ま
た
、
再
任
さ
れ
た
皆

さ
ま
、
委
員
を
お
引
き
受
け
い
た
だ

き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

民
生
・
児
童
委
員
の
皆
さ
ま
に

は
、
地
域
の
中
で
、
区
民
の
良
き
相

談
相
手
と
な
り
、
区
民
の
抱
え
る

様
々
な
課
題
解
決
に
親
身
に
な
っ
て

取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
、
福
祉
を
必
要
と
さ
れ

て
い
る
区
民
と
行
政
と
を
結
ぶ
か
け

橋
と
し
て
、
ま
た
、
支
え
合
い
の
要

と
し
て
の
ご
活
躍
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

ま
た
、
長
期
化
す
る
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
や
物
価
高
騰
な
ど

の
影
響
に
よ
る
社
会
状
況
の
変
化
、

幅
広
い
世
代
で
の
孤
立
や
孤
独
、
生

活
困
窮
、
虐
待
や
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー

な
ど
、
様
々
な
課
題
が
生
じ
、
福
祉

ニ
ー
ズ
も
多
様
化
、
複
雑
化
し
て
い

ま
す
。

こ
う
し
た
課
題
を
解
決
す
る
た

め
、
区
は
昨
年
八
月
一
日
、
各
地
区

総
合
支
所
に
「
福
祉
総
合
窓
口
」
を

設
置
し
ま
し
た
。
高
齢
、
障
害
、
子

ど
も
、
生
活
困
窮
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る

福
祉
分
野
に
関
す
る
こ
と
を
一
か
所

の
窓
口
で
相
談
で
き
、
各
家
庭
の
事

情
や
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
適

切
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

区
は
、
誰
も
が
快
適
に
い
き
い
き

と
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
共
生

社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
今
後
も
、

民
生･

児
童
委
員
の
皆
さ
ま
と
連
携

を
深
め
、
福
祉
、
教
育
、
子
育
て
、

防
災
対
策
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に

わ
た
り
、
全
力
で
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

皆
さ
ま
に
は
、
こ
の
た
び
の
一
斉

改
選
を
契
機
と
さ
れ
、
よ
り
一
層
、

地
域
福
祉
の
推
進
の
た
め
に
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

港
区
長
　
武
井
　
雅
昭

一
斉
改
選
に
あ
た
っ
て
、

民
生
委
員
・
児
童
委
員

に
の
ぞ
む
こ
と

各地区の会長・副会長
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港
区
民
生
委
員
・
児
童
委
員
協
議
会　

会
長

田
中　

泉

新
任
民
生
委
員
・
児
童
委
員

　

新
し
く
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
民
生
・
児
童

委
員
は
、
次
の
方
々
で
す
。
皆
さ
ま
の
ご

活
躍
を
期
待
し
ま
す
。

○
令
和
四
年
四
月
一
日
付

芝
浦
港
南
地
区 

中
嶋 

三
千
代

○
令
和
四
年
十
二
月
一
日
付

芝　

地　

区 

相
馬　

 

純
子

芝　

地　

区 

髙
波　

 

美
穂

芝　

地　

区 

髙
橋　
　

 

光

芝　

地　

区 

坂
井　

 

朋
子

芝　

地　

区 

田
口 

久
美
子

高
輪
地
区 

葊
田　

 

千
秋

高
輪
地
区 

伊
藤 

都
弥
子

高
輪
地
区 

中
澤　

 

和
代

高
輪
地
区 

吉
田　
　

 

緑

高
輪
地
区 

池
田　

 

悦
子

高
輪
地
区 

若
尾 

多
恵
子

麻
布
地
区 

豊
吉　

 

宗
寛

麻
布
地
区 

青
木　

 

大
明

麻
布
地
区 

杉
原　

 

大
介

赤
坂
青
山
地
区 

古
澤　

 

法
代

赤
坂
青
山
地
区 

永
塚　

 

裕
子

芝
浦
港
南
地
区 

岡
田　

 

睦
美

芝
浦
港
南
地
区 

遠
藤　

 

紀
子

芝
浦
港
南
地
区 
能
瀬　

 

興
一

（
敬
称
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
）

【
赤
坂
青
山
地
区
】

【
芝
地
区
】

【
芝
浦
港
南
地
区
】

十
二
月
の
一
斉
改
選
で
民
生
・
児

童
委
員
協
議
会
会
長
と
い
う
大
役
を

引
き
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

キ
ャ
リ
ア
も
な
く
力
不
足
で
は
あ
り

ま
す
が
、
皆
さ
ま
の
お
力
を
貸
し
て

い
た
だ
き
こ
の
大
役
を
務
め
て
ま
い

り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
様
々
な
活
動
や
行
動

が
制
限
さ
れ
、
思
う
よ
う
な
活
動
が

で
き
な
か
っ
た
三
年
間
。
そ
れ
で
も

年
月
は
過
ぎ
て
行
き
、
確
実
に
平
等

に
年
を
重
ね
て
い
く
高
齢
者
の
方
々
。

こ
れ
か
ら
私
た
ち
は
い
っ
た
い
何
が

で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？

こ
の
三
年
間
で
仕
事
の
や
り
方
や

情
報
の
伝
達
方
法
が
一
気
に
変
化
し
、

ま
た
人
と
の
関
わ
り
方
も
激
変
し
ま

し
た
。
そ
し
て
街
中
の
再
開
発
も
止

ま
る
こ
と
な
く
進
み
、
何
と
な
く
置

い
て
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

気
持
ち
な
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

少
子
高
齢
化
が
進
み
、
核
家
族
が
多

く
単
身
世
帯
が
増
加
し
、
人
と
人
の

繋
が
り
が
希
薄
に
な
っ
た
今
こ
そ
、

こ
ん
な
気
持
ち
に
寄
り
添
う
こ
と
が

民
生
・
児
童
委
員
と
し
て
で
き
る
こ

と
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

決
ま
っ
た
枠
組
み
に
押
し
込
め
る
の

で
は
な
く
、
一
人
一
人
の
違
い
を
認

め
尊
重
し
て
さ
し
あ
げ
る
、
そ
ん
な

こ
と
が
で
き
る
の
も
民
生
・
児
童
委

員
だ
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
高
齢
者
に
限
ら
ず
、
児
童
・
生

徒
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
も
大
切
な
学

校
行
事
が
無
く
な
っ
た
り
、
部
活
が

制
限
さ
れ
た
り
と
本
当
に
辛
い
こ
と

も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
児
童
委

員
と
し
て
少
し
で
も
お
手
伝
い
が
で

き
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
三
年
間
、
以
前
の
よ

う
な
活
動
が
で
き
る
の
か
分
か
り
ま

せ
ん
が
、
ど
な
た
に
も
平
等
に
情
報

が
い
き
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し

た
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
、
そ
し

て
区
民
の
方
々
が
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
よ
う
に
健
全
な
地
域
社
会
づ
く
り

に
努
力
す
る
所
存
で
す
。
民
生
・
児

童
委
員
と
し
て
一
人
一
人
の
力
は
微

力
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
関
係
機
関
に

繋
が
り
各
地
区
に
広
が
り
、
港
区
全

体
と
な
り
大
き
な
力
を
発
揮
し
て
い

け
る
こ
と
を
願
い
、
こ
れ
か
ら
の
活

動
に
励
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

【
高
輪
地
区
】

【
麻
布
地
区
】

【
四
月
一
日
付
委
嘱
者
】

コ
ロ
ナ
禍
を
超
え
て
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「
明
る
く
楽
し
い
子
育
て
を
願
っ
て
」

部
会
長　

伊
関　

則
子

「
次
代
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
」

部
会
長　

石
上　

美
香

「
実
践
的
な
活
動
を
め
ざ
し
て
」

部
会
長　

伊
藤　

早
苗

講演会「障がい者の働く姿」

【障がい福祉部会】

港区立みなと科学館見学

【児童福祉部会】

みなと子育て応援 pokke 施設見学会

【子育て支援部会】

新
部
会
長
あ
い
さ
つ障

が
い
福
祉
部
会
長
と
い
う
大
役

を
仰
せ
つ
か
り
、
身
の
引
き
締
ま
る
思

い
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

障
が
い
と
は
「
身
体
・
知
的
・
精
神
」

と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
が
、
自
分

ご
と
と
し
て
の
意
識
を
持
ち
つ
つ
、
活

動
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
」
が
成
立

し
て
二
十
年
が
経
過
し
ま
す
が
、
認

知
は
あ
ま
り
広
が
っ
て
い
な
い
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、バ
リ
ア
フ
リ
ー

な
ど
も
ま
だ
不
十
分
の
よ
う
で
す
。

街
中
で
困
難
を
抱
え
て
い
る
方
を

見
か
け
た
ら
、
ご
く
自
然
に
行
動
が

と
れ
る
よ
う
、
少
し
で
も
寄
り
添
う

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
実
践
を
三
年
間

に
培
え
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

部
会
員
の
皆
さ
ま
、
諸
先
輩
の
皆

さ
ま
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
芝
地
区
）

児
童
福
祉
部
会
長
を
仰
せ
つ
か
り

ま
し
た
。身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
。

社
会
福
祉
制
度
は
、
国
民
の
生
活

向
上
と
社
会
全
体
の
幸
福
を
め
ざ
す

公
的
制
度
と
伺
い
ま
し
た
。

報
道
な
ど
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
子
ど
も

た
ち
は
虐
待
、貧
困
、ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー

等
、
様
々
に
抱
え
る
困
難
が
深
刻
化

し
て
い
る
現
状
を
伝
え
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
か
ら
も
児
童
福
祉
は
こ
れ
ま
で

に
も
増
し
て
重
要
課
題
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。

こ
の
現
状
に
向
け
、
次
代
を
担
う

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、
行
政
機
関
の

ご
助
力
を
仰
ぎ
、
部
会
員
の
皆
さ
ま

と
と
も
に
実
り
あ
る
活
動
に
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
三
年
間
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

（
赤
坂
青
山
地
区
）

こ
の
度
、
図
ら
ず
も
大
役
を
仰
せ
つ

か
り
ま
し
た
。
分
不
相
応
ゆ
え
、
多
々

お
目
怠
い
こ
と
と
は
思
い
ま
す
が
、
一

生
懸
命
努
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

昨
今
の
子
育
て
は
、
す
っ
か
り
変

わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
産
後
ブ
ル
ー
・

煮
詰
ま
る
ワ
ン
オ
ペ
育
児
な
ど
聞
き
慣

れ
な
い
言
葉
が
溢
れ
て
い
ま
す
。
少
し

先
を
生
き
て
い
る
者
と
し
て
、
ど
う
し

た
ら
小
さ
い
子
ど
も
た
ち
が
健
や
か
に

育
ち
、
皆
が
笑
顔
で
子
育
て
が
で
き
る

の
か
を
考
え
、
手
助
け
が
で
き
た
ら
と

考
え
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
関
係
機
関
の
ご
指
導
、

ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
部
会
員

一
人
一
人
が
力
を
合
わ
せ
て
、
い
ろ
い

ろ
と
学
ん
で
行
け
た
ら
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
高
輪
地
区
）

子
育
て
支
援
部
会

児
童
福
祉
部
会

障
が
い
福
祉
部
会
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「
こ
こ
は
福
祉
の
本
丸 

一
丁
目
一
番
地
！
」

部
会
長　

小
峰　

史
郎

「
高
齢
化
社
会
を
迎
え
て
」

部
会
長　

中
山　

静
司

「
さ
さ
や
か
な
見
守
り
の
積
み
重
ね
を
」

部
会
長　

河
野　

奈
穂
美

元麻布保育園の施設見学

【主任児童委員部会】

ラクっちゃにて研修

【高齢福祉部会】

路上生活者自立支援施設・千代田寮施設見学

【生活福祉部会】

こ
の
度
、
部
会
長
と
し
て
活
動
を

引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

皆
さ
ま
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き

な
が
ら
、
円
滑
に
部
会
活
動
を
お
こ

な
え
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
感
染
防
止
対
策
を
し
な
が

ら
、
学
校
行
事
、
地
域
の
子
ど
も
た

ち
の
イ
ベ
ン
ト
等
に
顔
を
出
す
機
会
が

少
し
ず
つ
戻
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ

う
し
た
関
わ
り
合
う
時
間
を
大
切
に

す
る
こ
と
で
、「
身
近
に
い
る
『
安
全
・

安
心
な
』
お
じ
ち
ゃ
ん
、
お
ば
ち
ゃ
ん
」

と
し
て
、
地
域
と
繋
が
り
、
子
ど
も
た

ち
の
見
守
り
活
動
に
活
か
さ
れ
る
部

会
に
な
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

（
芝
浦
港
南
地
区
）

こ
の
度
、
生
活
福
祉
部
会
長
を
拝

命
し
ま
し
た
。

地
区
の
リ
ー
ダ
ー
と
の
認
識
で
い
た

と
こ
ろ
、
港
区
民
生
・
児
童
委
員
協

議
会
の
部
会
長
で
あ
り
、
東
京
都
民

生
児
童
委
員
連
合
会
の
規
定
に
よ
る

も
の
と
知
り
困
惑
し
ま
し
た
が
、
引

き
受
け
た
以
上
は
覚
悟
を
持
っ
て
任

期
三
年
、
一
生
懸
命
努
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

も
と
よ
り
福
祉
事
業
は
一
人
一
人
の

確
か
な
生
活
基
盤
が
前
提
で
あ
り
、

生
活
福
祉
こ
そ
福
祉
の
本
丸
と
の
思
い

を
部
会
員
の
皆
さ
ま
と
共
有
し
、研
鑽・

情
報
交
換
に
努
め
、
充
実
し
た
部
会

活
動
を
め
ざ
す
所
存
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
関
係
各
位
の
ご
指
導
、
ご
鞭

撻
を
お
願
い
し
て
就
任
の
あ
い
さ
つ
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（

麻
布
地
区
）

今
期
、
高
齢
福
祉
部
会
長
と
い
う

大
役
を
お
受
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

未
熟
な
私
で
は
あ
り
ま
す
が
、
部

会
員
の
皆
さ
ま
と
と
も
に
研
鑽
を
積

ん
で
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

日
々
、
高
齢
者
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ

な
話
題
が
出
て
い
ま
す
。
日
本
人
の

四
人
に
一
人
が
高
齢
者
と
い
わ
れ
る
現

在
、
高
齢
者
の
誰
も
が
住
み
慣
れ
た

地
域
で
健
や
か
に
安
心
し
て
暮
ら
し
て

い
け
る
よ
う
、
お
手
伝
い
が
で
き
た
ら

と
思
い
ま
す
。

行
政
、
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー
な
ど

の
方
々
と
の
繋
が
り
を
大
事
に
、
今
後

の
部
会
活
動
に
ご
指
導
い
た
だ
き
な
が

ら
、
部
会
員
の
皆
さ
ま
と
と
も
に
研
修

等
を
か
さ
ね
、
活
動
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
三
年
間
ご
支
援
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
芝
浦
港
南
地
区
）

生
活
福
祉
部
会

高
齢
福
祉
部
会

主
任
児
童
委
員
部
会
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「
コ
ロ
ナ
禍
を
経
験
し
て
」

前
会
長　

野
尻　

三
重
子

「
地
域
の
思
い
や
り
に
感
謝
し
て
」

前
会
長　

谷　

孝
子

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
退
任
に
あ
た
り
」

前
会
長　

枻
川　

と
し
子

「
繋
が
り
に
感
謝
」前

会
長　

西　

清
子

私
は
平
成
六
年
一
月
一
日
、
制
度
化

さ
れ
た
主
任
児
童
委
員
に
委
嘱
さ
れ
、

平
成
十
六
年
か
ら
地
区
担
当
の
民
生
・

児
童
委
員
と
し
て
活
動
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。
研
修
、
施
設
見
学
な
ど
多
く

の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
行
政
、
関
係
機
関
か
ら
ご
教

導
を
賜
り
、
委
員
の
皆
さ
ま
の
ご
協

力
を
得
な
が
ら
、
地
域
の
パ
イ
プ
役
に

な
る
よ
う
に
務
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
コ
ロ
ナ
に
よ
る
影
響

で
活
動
が
自
粛
さ
れ
役
割
が
複
雑
か
つ

多
様
化
し
、
責
務
も
重
く
な
る
こ
と
と

思
い
ま
す
。
委
員
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
健
康
に
留
意
し
ま
す
ま
す

の
ご
活
躍
を
心
よ
り
願
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
度
、
無
事
に
退
任
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
の
も
皆
さ
ま
の
お
陰
と
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

多
く
の
素
晴
ら
し
い
仲
間
に
恵
ま

れ
て
、
十
九
年
間
務
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

皆
さ
ま
の
ご
協
力
で
つ
つ
が
な
く
退

任
で
き
ま
す
こ
と
に
、
感
謝
し
誇
り
に

思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
の
人
生
に
と
っ

て
多
く
の
方
々
と
お
会
い
で
き
た
こ
と

は
、
大
変
有
意
義
で
し
た
。 

民
生
委
員
制
度
は
創
設
百
周
年
を

越
え
ま
し
た
。
社
会
状
況
の
変
化
に
よ

り
、
地
域
住
民
が
抱
え
る
課
題
は
複

雑
化
、
多
様
化
し
て
い
ま
す
。
委
員
の

皆
さ
ま
の
役
割
は
さ
ら
に
重
要
に
な
り

ま
す
。
健
康
に
留
意
し
て
健
や
か
に
お

過
ご
し
く
だ
さ
い
。

行
政
、社
会
福
祉
協
議
会
、都
民
連
、

民
生
・
児
童
委
員
協
議
会
の
皆
さ
ま

の
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

退
任
者
あ
い
さ
つ

地
区
会
長
を
お
引
受
け
し
て
三
年

間
は
コ
ロ
ナ
禍
で
対
面
活
動
が
制
限
さ

れ
、
非
常
に
悩
ま
し
い
日
々
で
し
た
。

そ
ん
な
中
、
屋
外
で
青
空
サ
ロ
ン
や
交

流
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
活
動
を
開
催
し
地
域

の
親
子
や
児
童
館
の
子
ど
も
た
ち
と
の

交
流
は
地
域
活
性
化
に
繋
が
り
ま
し

た
。
今
後
も
ぜ
ひ
継
続
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

民
生
・
児
童
委
員
を
お
引
き
受
け
し

て
十
七
年
あ
ま
り
、
初
め
は
わ
か
ら
な

い
こ
と
だ
ら
け
で
し
た
が
何
と
か
今
日

ま
で
継
続
で
き
た
の
は
、
地
域
の
皆
さ

ま
や
行
政
、
港
区
社
会
福
祉
協
議
会
、

民
生
・
児
童
委
員
、
町
会
の
皆
さ
ま
の

お
か
げ
で
す
。
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

私
の
生
ま
れ
育
っ
た
こ
の
地
域
の
皆

さ
ま
の
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
を
心
よ

り
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

※ 

本
原
稿
は
令
和
四
年
十
二
月
に
寄
稿

い
た
だ
き
ま
し
た
。

私
の
長
い
民
生
・
児
童
委
員
経
験
の
最

終
期
を
コ
ロ
ナ
禍
の
真
っ
只
中
で
過
ご
す

こ
と
に
な
ろ
う
と
は
、
予
想
も
つ
か
な
い

こ
と
で
し
た
。

地
域
の
誰
も
が
孤
立
し
な
い
よ
う
見
守

る
役
目
の
民
生
・
児
童
委
員
も
、
感
染
拡

大
を
恐
れ
て
、
住
民
共
々
息
を
潜
め
て
暮

ら
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
ま

で
継
続
し
て
き
た
諸
事
業
も
休
止
し
ま

し
た
。

約
三
年
の
空
白
の
後
、
よ
う
や
く
以
前

の
社
会
生
活
が
戻
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。

各
委
員
が
地
域
の
人
々
と
暖
か
な
交
流
が

で
き
る
よ
う
願
っ
て
い
ま
す
。

任
期
中
に
確
固
た
る
引
き
継
ぎ
が
で
き

な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
、
申
し
訳
な
く

思
っ
て
お
り
ま
す
。 芝

地
区

高
輪
地
区

麻
布
地
区

赤
坂
青
山
地
区
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「
活
動
を
振
り
返
っ
て
」

前
会
長　

藤
田　

純
子

「
出
会
い
に
感
謝
」

前
副
会
長　

和
田　

和
子

「
民
生
・
児
童
委
員
の
定
年
退
任
を
迎
え
て
」

前
副
会
長　

小
島　

俊
輔

二
十
五
年
前
、
子
ど
も
の
同
級
生

繋
が
り
で
出
会
っ
た
先
輩
民
生
・
児
童

委
員
の
方
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
「
あ

な
た
は
他
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し

て
い
て
、
い
ろ
い
ろ
理
解
で
き
て
い
る

か
ら
民
生
・
児
童
委
員
を
受
け
て
ほ

し
い
」
と
言
わ
れ
、
深
く
考
え
ず
に
引

き
受
け
ま
し
た
。

民
生
・
児
童
委
員
と
し
て
、
行
政
、

社
会
福
祉
協
議
会
、
高
齢
者
相
談
セ

ン
タ
ー
、
ふ
れ
あ
い
相
談
員
の
皆
さ
ま

の
存
在
は
活
動
す
る
の
に
あ
た
り
大

き
な
支
え
と
な
り
、
よ
い
時
も
悪
い
時

も
悩
ん
だ
時
も
助
け
て
も
ら
い
、
そ
し

て
民
生
・
児
童
委
員
の
「
つ
な
ぎ
」
の

役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

多
く
の
人
た
ち
と
、
出
会
い
支
え

ら
れ
学
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
二
十
四
年

間
で
し
た
。

活
動
を
支
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た

全
て
の
方
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
十
月
に
拝
命
し
、

あ
っ
と
い
う
間
の
十
一
年
と
二
カ
月
で

し
た
。

嬉
し
か
っ
た
こ
と
、
ど
う
に
も
な

ら
な
か
っ
た
こ
と
、
お
別
れ
も
あ
り
ま

し
た
。

人
の
た
め
と
は
い
え
、
民
生
・
児
童

委
員
と
し
て
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
自
問
自
答
の
日
々
で
あ
っ

た
よ
う
に
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
中
で

も
、「
支
え
あ
う　

住
み
よ
い
社
会　

地
域
か
ら
」
を
テ
ー
マ
に
全
国
の
民
生・

児
童
委
員
の
代
表
が
一
堂
に
会
し
開
催

さ
れ
た
、
民
生
委
員
制
度
創
設
百
周

年
記
念
全
国
大
会
の
式
典
に
関
わ
れ

た
こ
と
に
感
動
し
、
仲
間
意
識
が
芽

生
え
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

退
任
後
も
地
域
に
根
ざ
し
、
高
齢

者
、
障
が
い
者
、
児
童
に
目
を
向
け
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

諸
先
輩
方
に
感
謝
！！

退任された皆さま、ありがとうございました

平
成
十
三
年
に
愛
宕
地
区
の
民
生
・

児
童
委
員
を
引
き
受
け
、
十
八
年
の

支
所
改
革
で
芝
浦
港
南
地
区
民
生
・

児
童
委
員
に
な
り
ま
し
た
。

記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
仲
間
と

と
も
に
参
加
し
た
、
平
成
二
十
九
年
の

民
生
委
員
制
度
百
周
年
の
記
念
事
業

で
す
。

ま
た
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
東
日
本

大
震
災
と
今
ま
だ
続
い
て
い
る
コ
ロ
ナ

禍
の
現
状
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
制
限
の

中
、
民
生
・
児
童
委
員
と
し
て
一
番
大

切
な
対
面
で
の
活
動
が
、
思
う
よ
う

に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ

ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
経
験
や
多
く
の
人
と
の

出
会
い
は
、
人
生
の
視
野
を
広
げ
て
く

れ
ま
し
た
。

今
ま
で
支
え
て
下
さ
っ
た
関
係
者

の
皆
さ
ま
に
、
感
謝
の
気
持
ち
で
一
杯

で
す
。

芝
浦
港
南
地
区

芝
地
区

芝
浦
港
南
地
区
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民
生
・
児
童
委
員
と
し
て
社
会

福
祉
活
動
へ
の
功
績
に
よ
り
次
の

方
々
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。
心
か

ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

東
京
都
民
生
委
員･

児
童
委
員
大
会

東
京
都
表
彰
規
則
に
よ
る
表
彰

　

芝　

地　

区	

内
田　

幹
夫

　

芝
浦
港
南
地
区
（
前
）	

藤
田　

純
子

特

別

功

労

賞

福
祉
保
健
局
基
準
に
よ
る
賞
状
の
授
与

　

芝　

地　

区	

渡
辺　

光
一

　

高
輪
地
区
（
前
）	

谷　
　

孝
子

　

麻

布

地

区	

遠
藤
奈
緒
子

　

麻
布
地
区
（
前
）	

久
松　
　

博

　

麻

布

地

区	

渡
邊　

好
美

　

麻

布

地

区	

小
林　
　

徹

　

麻

布

地

区	

横
山　

公
子

　

麻
布
地
区
（
前
）	

深
尾　

昌
代

　

赤
坂
青
山
地
区（
前
）	

山
﨑　

英
子

　

赤
坂
青
山
地
区	

三
輪　
　

勉

　

赤
坂
青
山
地
区	

西
尾　

早
苗

一

般

功

労

賞

　

赤
坂
青
山
地
区	

池
上　

繁
夫

　

芝
浦
港
南
地
区
（
前
）	

吉
武　
　

誠

全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
大
会

民
生
委
員
・
児
童
委
員
功
労
者
表
彰

　

芝　

地　

区	

内
田　

幹
夫

　

麻

布

地

区	

蜷
木　

佳
子

　

芝
浦
港
南
地
区
（
前
）	

藤
田　

純
子

永
年
勤
続
民
生
委
員
・
児
童
委
員
表
彰

　

高

輪

地

区	

齊
藤　
　

篤

　

高

輪

地

区	

能
城　

裕
子

　

高

輪

地

区	

野
畑　

淑
恵

　

麻

布

地

区	

小
峰　

史
郎

　

芝
浦
港
南
地
区
（
前
）	

小
島　

俊
輔

東
京
都
社
会
福
祉
大
会

東
京
都
社
会
福
祉
協
議
会
会
長
表
彰

　

芝　

地　

区	

小
林　

和
子

退
任
民
生
委
員
・
児
童
委
員

　

退
任
さ
れ
ま
し
た
民
生
・
児
童
委

員
は
、
次
の
方
々
で
す
。
長
い
間
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
令
和
四
年
五
月
三
十
一
日
付

芝　

地　

区	

御
厨　

	
公
子

○
令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
付

芝　

地　

区	

野
尻	

三
重
子

芝　

地　

区	

和
田　

	

和
子

芝　

地　

区	

石
黒	

富
志
子

芝　

地　

区	

森　

	

久
美
子

高

輪

地

区	

谷　
　

	

孝
子

高

輪

地

区	

村
松	

や
す
子

高

輪

地

区	

山
岸　

	

洋
子

高

輪

地

区	

稲
葉	

美
保
子

昨
年
の
一
斉
改
選
で
各
地
区
の
会

長
が
全
員
退
任
し
、
編
集
委
員
も
半

数
以
上
が
交
代
し
ま
し
た
。

東
日
本
大
震
災
、
コ
ロ
ナ
禍
を
体

験
し
、
民
生
・
児
童
委
員
と
し
て
何

が
で
き
る
か
を
と
も
に
考
え
、
指
針

を
示
し
て
く
れ
た
先
輩
方
か
ら
、
残

る
私
た
ち
へ
の
励
ま
し
の
言
葉
は
力

に
な
り
ま
す
。
お
忙
し
い
中
原
稿
を

お
寄
せ
く
だ
さ
っ
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※講座講師の日は、デジタルお助け隊の他に、講
座講師が相談を受付けます。

※平日の相談日は、デジタルお助け隊が待機し
ていますので、急なご相談でもお受けできる
場合があります。

※土曜日、夜間は、開催日の３日前までに予約が
入らなかった場合、開催しません。

※デジタルお助け隊は、Androidタブレットを
使って説明します。

※スマホやパソコン、タブレット等の通信機器が
あればご持参してください。

※相談会の会場は、Wi-Fiが使えます。

町会・自治会の役員のみなさん必見！

募集対象 町会・自治会で、主に広報や会計を担当している方

講座の種類 コース 前期 後期 募集団体数

①情報発信講座 ６回 ５～７月 ９～11月
前期・後期
各10団体

②会計事務講座 ２回 ７月 11月
前期・後期
各10団体

③ホームページ
作成講座

３回 ８月 11～12月
前期・後期
各３団体

募集期間
前期：令和５年５月１日（月）まで
後期：令和５年７月３日（月）まで

受講内容 詳しくは、中面及び裏面をご覧ください。

※前期・後期同じ内容です。 ※全講座をご受講いただくことも可能です。
※１団体につき３名までご受講できます（複数人でのご受講をおすすめしています）。

情報発信講座1 会計事務講座2

ホームページ作成講座3

SNS(LINEやTwitter等）で情報発信方
法を学びます。初心者向けの講座です。

表計算アプリで出納帳を入力すると、補
助金申請用の収支決算書が作成できます。

文字を打つなど簡単なパソコンの操作が
できる方が対象です。直感的で簡単に
ホームページが作成できるツール(無料）
を活用します。

町会・自治会のデジタル活動のお困りご
とに対し、「デジタルお助け隊」が、マン
ツーマンで、一緒に考えていきます。

※相談内容は、各講座の範囲内となります。

デジタルお助け隊とは

区が実施する「チャレンジコミュニティ大学」の修了生が設立したチャレンジコミュ
ニティ・クラブの方々がメンバーです。町会・自治会向けのデジタル支援の研修を受
けています。

デジタル相談会4

デジタル相談会4

町会・自治会のデジタル活動のお困りごとに対し、デジタルお助け隊がマンツーマンで、
町会・自治会の皆さんと一緒に考えていきます。 ※ 相談内容は、各講座の範囲内です。

開催日程

芝公園区民協働スペース

講座講師 日時

５月２５日（木） ① ②

○ ６月20日（火） ③ ④

７月26日（水） ① ②

９月15日（金） ⑤

〇 10月２７日（金） ③ ④

12月２日（土） ③ ④

1月２９日（月） ① ②

３月５日（火） ③ ④

麻布区民協働スペース

講座講師 日時

５月１９日（金） ⑤

○ ７月6日（木） ① ②

８月５日（土） ③ ④

9月２５日（月） ① ②

1１月８日（水） ③ ④

○ 1２月１５日（金） ① ②

１月１７日（水） ③ ④

２月22日（木） ① ②

○ ３月１２日（火） ③ ④

赤坂区民センター４階

講座講師 日時

○ ５月29日（月） ③ ④

8月２２日（火） ③ ④

10月14日（土） ① ②

〇 1１月１５日（水） ③ ④

1２月２１日（木） ① ②

1月２３日（火） ⑤

〇 ２月28日（水） ③ ④

３月１８日（月） ③ ④

白金台区民協働スペース

講座講師 日時

6月３日（土） ① ②

６月28日（水） ③ ④

７月２1日（金） ⑤

〇 ９月７日（木） ① ②

10月3日（火） ③ ④

１０月3０日（月） ③ ④

11月２０日（月） ① ②

○ １月１１日（木） ③ ④

２月１６日（金） ① ②

芝浦区民協働スペース

講座講師 日時

6月１２日（月） ③ ④

○ ８月３１日（木） ① ②

１０月２０日（金） ③ ④

12月7日（木） ① ②

２月10日（土） ③ ④

３月27日（水） ⑤

問合せ
産業・地域振興支援部 地域振興課 区民協働・町会自治会支援担当

03-3578-2557

申込方法 申込用紙をＦＡＸ、またはメールでお申込みください。

①午前９時15分～10時15分 ②午前10時45分～11時45分

③午後２時～３時 ④午後３時30分～４時30分

⑤午後６時～７時

※講座及び相談会は、天候や交通状況等によって、やむを得ず中止となる場合があります。



情報発信講座1

TwitterやFacebookを使った情報発信方法、LINEでの役員間の連絡方法など
ＳＮＳの使い方をはじめ、周知チラシの作成方法、電子回覧板等の活用方法などをお
伝えします。

表計算アプリ（Googleスプレッドシート）を使って、団体活動費補助金の収支決算書
として活用できる会計表の入力方法などをお伝えします。

講座回 前期 後期

場所 麻布区民協働スペース 白金台区民協働スペース

第１回 ５月31日（水） 午後２時～４時 ９月28日（木） 午後２時～４時

第２回 ６月５日（月） 午前10時～12時 10月６日（金） 午前10時～12時

第３回 ６月１３日（火） 午前10時～12時 10月16日（月） 午後２時～４時

第４回 ６月23日（金） 午後２時～４時 10月24日（火） 午前10時～12時

第５回 7月4日（火） 午前10時～12時 11月1日（水） 午後２時～４時

第６回 ７月12日（水） 午後２時～４時 11月９日（木） 午前10時～12時

※講座には、町会・自治会活動の情報発信が可能なスマートフォン、タブレットをお
持ちください。（パソコンの場合は、端末の操作方法については、十分なご案内
ができかねます。あらかじめご了承ください。）

※スマートフォン、タブレットをお持ちでない団体には、講座の時間のみ、iPadを貸
し出します。（団体につき１台。）

※LINEアカウントの作成には、電話またはタブレットの回線番号が必要です。

（１回線１アカウントのみ。）

※講座内容、開催日程は変更になることがあります。

講座内容

開催日程

講座内容

開催日程

講座回 内容

第１回
Googleアカウント作成、Googleスプレッドシートとは、「港区町会・
自治会デジタル会計表」のダウンロード、入力方法 等

第２回 「港区町会・自治会デジタル会計表」の入力体験、保存、複製、印刷 等

講座回 前期 後期

場所 芝公園区民協働スペース 芝浦区民協働スペース

第１回 ７月19日（水） 午後２時～４時 11月13日（月） 午後２時～４時

第２回 ７月28日（金） 午前10時～12時 11月２１日（火） 午前10時～12時

パソコンで文字を打てる方であれば、どなたでも比較的簡単にホームページが作成
できる無料のツールを活用し、ホームページを作成します。

※講座には、町会・自治会活動の情報発信が可能なスマートフォン、タブレットをお持ちください。
（パソコンの場合は、端末の操作方法については、十分なご案内ができかねます。あらかじめご了承ください。）

※スマートフォン、タブレットをお持ちでない団体には、講座の時間のみ、iPadを貸し出します。（団体につき１台。）

※講座内容、開催日程は変更になることがあります。

講座回 概要 内容

第１回 スマホ・タブレット入門
ルール・マナー、港区アプリ紹介、検索体験、Googleアカ
ウント作成、ＳＮＳとは 等

第２回 LINE入門
LINEアカウント作成、友だち登録、トーク・スタンプ、音声・
ビデオ通話、グループ作成 等

第３回 LINE応用 LINE公式アカウント、LINE WORKS、オープンチャット

第４回 Facebook
Facebookアカウント作成、投稿、検索、いいね、フォロー、
コメント、他町会での活用事例 等

第５回 Twitter、Instagram
Twitterアカウント、Instagramアカウント作成、検索、
投稿、いいね、フォロー、コメント 等

第６回 周知方法、電子回覧板
周知チラシのダウンロード、二次元コード作成、データの保
存、印刷方法、電子回覧板アプリ 等

講座回 内容

第１回
ホームページの基礎、ホームページ作成ツールの説明 等
※ 第２回開催日までに、ホームページに掲載する写真データや文章等をご準備いただきます。

第２回 ホームページ作成ツールの操作、作成 等

第３回 ＳＮＳを使った情報拡散の手法支援、作成したホームページの発表 等

講座内容

開催日程

会計事務講座2

ホームぺージ作成講座3

講座回 前期 後期

場所 白金台区民協働スペース 赤坂区民センター（４階）

第１回 ８月４日（金） 午前10時～12時 11月27日（月） 午後２時～４時

第２回 ８月17日（木） 午後２時～４時 12月５日（火） 午前10時～12時

第３回 ８月25日（金） 午前10時～12時 12月13日（水） 午前10時～12時

※講座には、町会・自治会活動で活用できるパソコンをお持ちください。（本講座は、パソコン等の電子機器の貸出
ができませんのでご了承ください。）

※講座内容、開催日程は変更になることがあります。



必要事項をご記入いただき、お申込みください。

申込方法
港区 産業・地域振興支援部 地域振興課区民協働・町会自治会支援担当に
FAXまたはメールでお申込みください。

申込期間 前期 令和５年５月1日（月）まで
後期 令和５年７月３日（月）まで

講座内容のお問合せ

03-3578-2557

※二次元コードをスマートフォンで読み取り、港区ホームページの
「町会・自治会」のページから、講座の内容をご覧いただけます。

令和５年度

下記の必要事項および希望講座等を
メール本文に書いてお送りください。
件 名 【○○町会】まるごとデジタル支援申込

アドレス minato03@city.minato.tokyo.jp

03-3438-8252

港区 産業・地域振興支援部 地域振興課区民協働・町会自治会支援担当

① 情報発信講座 前期 後期

② 会計事務講座 前期 後期

③ ホームページ作成講座 前期 後期

④ デジタル相談会
令和 年 月 日 ① ② ③ ④ ⑤

相談内容（ ）

参加ご希望の講座に〇をつけてください。もしくは、希望日時をお書きください。

※ お申込み順に受け付けます。ただし、お申込み多数の場合は、ご相談させていただく場合があります。

※ 参加が決定したら、お申込み者にご連絡します。

まるごとデジタル支援

講座参加人数
（3名まで可）

人

講座に持参さ
れる情報機器
（○をつけて
ください）

ＰＣ

タブレット
（Android / iOS）

スマートフォン
（Android / iOS）

町会・自治会名

氏 名
（役 職）

ご住所

連絡先

メール
アドレス

申込用紙
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1 

１ はじめに 

■ 目的 

日頃より港区政にご協力いただき誠にありがとうございます。 

町会・自治会は、住民が地縁により自主的に組織し運営する団体として位置づけられ、

地域のみならず港区全体のコミュニティ振興に最も重要な存在となっています。 

また、その活動内容は、地域住民のコミュニケーションや地域の環境美化、防犯、防災、

福祉など多岐にわたっています。 

こうした現状を踏まえ、港区では「町会・自治会ガイド」を作成しております。町会・

自治会活動のさらなる活性化を目的とし、町会・自治会運営に関わる届出の紹介や行政か

らの支援制度情報について本紙構成を見直し、更新いたしました。 

「初めて役員になった」、「補助金を知りたい」といった際にご活用いただき、貴団体の

円滑な運営、そして活動活性化の一助となれば幸いです。 

 

■ ご相談窓口 

町会・自治会の運営やガイドブックに記載の各種支援制度等において、ご不明な点やご

相談がございましたら、当該地域を所管する総合支所の協働推進課までお尋ねください。 

 

各総合支所 協働推進課 

芝地区 芝公園１－５－２５ ☎３５７８－３１２３ 

麻布地区 六本木５－１６－４５ ☎５１１４－８８０２ 

赤坂地区 赤坂４－１８－１３ ☎５４１３－７２７２ 

高輪地区 高輪１－１６－２５ ☎５４２１－７６２１ 

芝浦港南地区  芝浦１－１６－１ ☎６４００－００３１ 

  



 

 2 

２ 各種届出 

■ 設立届 

町会を設立したい場合は、以下の設立要件を満たしている団体は町会・自治会の設立が

できます。 

 

設立要件 

① 一定の区画を有していること（集合住宅の場合は、１棟単位以上） 

② 区域内の概ね２分の１以上の世帯が加入していること（集合住宅の場合は、４分の３以

上の世帯が加入していること。ただし、501 以上の世帯がある大規模な集合住宅の場合、

375 以上の世帯が加入していること） 

③ 会の組織運営に関する基本的事項が、会則で定められていること 

④ 当該地域内の住民福祉の増進に積極的に務め、地域の振興に寄与していること 

⑤ 既に届出されている町会・自治会から独立する場合は、当該町会・自治会の了解が得ら

れていること（「設立同意書」が必要となります） 

 

 

必要提出書類 

① 町会等設立届 

② 設立を決定した総会の議事録 

③ 会則 

④ 会員名簿 

⑤ 設立同意書（上記の設立要件の⑤に該当する場合のみ） 

※ 必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。 
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■ 変更届 

改選等による会長の変更や、休会・解散などの事由が発生する場合は、協働推進課に事

前相談のうえ、以下の届出を提出してください。（各種様式は、協働推進課にございます。） 

変更事由例 必要提出書類 

町会の名称を変更する 町会等名称変更届 

改選等により町会長が変更する 町会等会長変更届 

町会の連絡先・所在地が変更する 町会等連絡先所在地変更届 

町会の設置区域を変更する 町会等設置区域変更届 

町会を解散する 町会・自治会等解散届 

町会を休会にする 町会・自治会等休会届 

※ 認可地縁団体は、各種変更届に加え「規約変更認可申請」、「告示事項変更届出」

等の手続きが必要です。詳細は、協働推進課にご相談ください。 

■ 認可地縁団体 

区長の認可を受け、法人格を取得した「地縁による団体（町会・自治会）」のことです。

地縁による団体の認可を受けた町会・自治会は、不動産の保有の有無にかかわらず法人格

を取得できます。①法人格として、団体名義での契約手続きや、財産（不動産等）の登記、

保有ができる ②活動や組織に対する信用性、信頼性が増す ③会員個人に万が一のこと

があっても、法人として保有している財産や活動はそのまま法人組織として継続されるな

どのメリットがある一方、地方自治法の規定に従い、適切な運営が実施されるよう、年１

回の総会開催の義務化など事務手続きが継続的に必要となります。また、認可後も、地縁

により自発的に組織された任意団体であることに変わりありません。 

申請する場合には、各総合支所の協働推進課にご相談ください。 

認可要件 

① 良好な地域社会の維持、形成のため地域的な共同活動を行うことを目的とし、その

会の規約に明記されており、現にその活動を行っていること 

② その区域が、住民にとって客観的に明らかになっていること 

③ その区域のすべての住民（年齢・性別等を問わず区域に住所を有するすべての個人）

が構成員となれることが規約に定められていること 

④ その区域内の概ね２分の１以上の住民又は世帯が加入していること（集合住宅の場

合は、概ね４分の３以上） 

⑤ 目的・名称・区域・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関す

る事項・資産に関する事項等が定められている「規約」を有していること 
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● 令和４年度以降の地方自治法の改正 

・令和４年８月 20 日施行 認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定

の創設（構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることが

できます。) 

・令和４年８月 20 日施行 認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権

の申出の催告に関する公告の回数の見直し（広告の回数が３回以上から１回になります。） 

・令和５年４月１日施行 認可地縁団体同士の合併の規定の創設（認可地縁団体は、同

一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。） 
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３ 表彰等 

 

日頃から、地域振興の発展のために、町会・自治会活動を通じて活躍されている方の功

績をたたえ、以下の表彰制度を設けています。 

■ 町会または自治会の役員の職にあった方に対する感謝状 

町会・自治会からの推薦に基づき、役員の職を退任した方に区長から感謝状を贈呈しま

す。贈呈基準は以下のとおりです。 

役職等 在職年数 換算率 

会長 10 年以上 １ 

副会長 15 年以上 ２/３ 

会長又は副会長以外の役員 20 年以上 １/２ 

役員として在任中に死亡した方 制限なし  

※ 換算率を使用した計算については、毎年の推薦依頼文に記載されている計算方法を

ご覧ください。 

■ 区政功労者表彰 

港区表彰規則第２条第１号に該当する町会・自治会等自治団体の指導育成に尽力した功

労顕著な方を表彰します。表彰基準は以下のとおりです。 

役職等 在職年数 換算率 

会長 15 年以上 1.7 

副会長 20 年以上 1.25 

役員 25 年以上 1.0 

■ 東京都表彰規則に基づく表彰（地域活動功労） 

東京都表彰事務取扱要領の地域活動功労に該当する方を、港区の候補者として推薦して

います。 

表彰基準は町会・自治会の地域自治振興に尽力し、顕著な功績のあった方です。１月中

旬の東京都からの候補者推薦依頼を受け、次年度 10 月１日（都民の日）に都知事から表彰

状の贈呈が行われます。  
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４ 個人情報保護 

● 概要 

個人情報とは、「氏名」「生年月日」「住所」「電話番号」といった特定の個人を識別でき

るものを指します。 

町会・自治会においては、円滑な活動をするうえで、会員の氏名、住所、電話番号など

の個人情報は必要なものです。 

平成 17 年４月から施行された「個人情報保護法」は個人情報の有用性に配慮しながら、

個人の権利利益を保護することを目的としています。この法律は 5,000 人以上の個人情報

を事業活動に利用する事業者を対象としており、5,000 人以下の町会・自治会においては、

法律の適用はありませんでした。 

しかし、平成 29 年５月に「個人情報保護法」の改正案が施行されたことにより、取り扱

う個人情報が 5,000 人以下の事業者であっても法の適用を受けることになりました。 

そのため、町会・自治会においても、適法かつ適正な個人情報管理が求められます。 

 

 

● 名簿作成時における注意点 

町会・自治会で取扱う個人情報の代表的なものとして、「名簿」があります。 

作成および管理の際には以下の点に注意しましょう。 

ポイント 説明 

本人に利用目的を通知する 
町会・自治会がなぜ個人情報を必要とするのかを明確に

し、会員にきちんと説明できるようにしましょう。 

範囲を検討する 

個人情報をどこまで収集するか検討しましょう。 

世帯の代表者の情報だけとするか、家族の情報までとす

るか決めましょう。 

適切に管理する 

名簿の保管方法や責任者を決めましょう。また個人情報

の取り扱い方法についても規約で定めるなど、別の決ま

りを作成することも検討してください。 

本人の同意を得ないで 

第三者に情報提供しない 

目的と提供先を事前に明らかにしましょう。そして、公

表していない相手に情報提供する場合には、必ずご本人

の同意を得てください。 
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５ 区からの支援 

区では、町会・自治会の活動や組織を支援するため、さまざまな補助金交付制度を設け

ています。要件、申請方法等の詳細は協働推進課までお問い合わせください。補助金の交

付総額は、毎年度予算で定める範囲内とします。 

■ 各種補助金 

● 町会等補助金（以下の３種類） 

団
体
活
動
費
補
助
金 

概 要 
団体の運営や実施事業に要する経費や防犯灯等の維持に要す

る経費の一部を補助します。 

対 象 町会・自治会、防災住民組織および商店会 

補助金額 
定額助成（団体会員数および所有し維持管理を行う防犯灯等

の基数に応じて補助） 

申請時期 ５月～６月ごろから随時 

防
犯
灯
補
修
費
補
助
金 

概 要 防犯灯の修繕その他補修に要する経費を補助します。 

対 象 町会・自治会 

補助金額 防犯灯の修繕その他補修に要する経費 

申請時期 随時。補修を行う前に区と協議してください。 

協
働
事
業
活
動
補
助
金 

概 要 

近隣の町会・自治会等と協働して実施する自主的および自立

的な活動の基盤づくりや地域のコミュニティの活性化に向け

た活動を支援するために補助します。 

対象団体 町会・自治会 

対象事業 

近隣の町会・自治会や地区で活動する団体（商店会、企業、NPO、

大学、PTA、公益法人）と協働して実施する事業 

※当該年度（４月１日から翌年３月 31 日まで）に完了しない事

業は対象となりません。 

補助金額 

団体負担分の 10/10 補助します。（１団体：年間 50 万円まで） 

※同じ事業でも協働する複数の町会等が申請できます。ただし、

１事業の総事業経費 100 万円まで。 

申請回数 １団体：原則２回まで 
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※ 防犯灯等維持費は、団体活動費補助金に含みます。 

※ 平成 30 年度（2018 年度）から、電球・灯具等の交換工事に含まれる電球・灯具費は

防犯灯補修費補助金で対応しています。 

※ 詳しくは「町会等補助金の手引き」をご覧ください。 

 

 

● 町会・自治会会館建設等補助金 

概 要 町会会館の建設、修繕等に要する経費の一部を補助します。 

対 象 
認可地縁団体として登録されている町会・自治会 

（修繕の場合）港区町会等補助金の交付を受けている町会・自治会 

補助金額 

整備事業に係る経費の２分の１以内かつ以下を限度に補助します。 

①新築、改築、既存建物購入の場合：1,000 万円 

②増築、修繕の場合：500 万円 

（経費 100 万円以上であれば、バリアフリー化も修繕の対象とします。）

※補助金額に 1000 円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。 

申請時期 

随時。 

会館の建築確認申請（修繕の場合には工事契約）の前にご相談ください。

（事業計画は実施年度の前年度７月末日までにご提出ください。） 

● 認可地縁団体補助金 

概 要 

地方自治法に基づく『地縁による団体の認可』を受けるために要し

た経費および当該団体が所有する町会会館等の不動産を当該団体名

義により不動産登記するために要した経費の一部を補助します。 

対 象 認可地縁団体に申請する予定の町会・自治会 

補助金額 
補助対象経費の４分の３以内とし、100 万円を限度とします。 

※補助金額に 100 円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。 

申請時期 

随時。 

認可申請を行う時期や登記予定の不動産、交付までの申請手順等に

ついて、実施年度の前年度７月末日までにご相談ください。 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

● 町会・自治会等掲示板設置等補助金 

概 要 
掲示板を新設、建替え、移設、補修する際の経費の一部を補助しま

す。 

対 象 

町会・自治会区域内の私有地または私道上に設置および維持管理す

る掲示板（前回申請の交付決定通知があった日から起算して５年以

上経過しているもの） 

補助金額 

掲示板設置に係る経費の２分の１以内 

（掲示板 1基あたり／新設・建替え：10 万円、移設・補修：５万円を限度） 

※補助金額に 100 円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。 

※設置等の経費の一部を事業者が負担する場合は、交付の対象経費

から事業者が負担する経費を除きます。 

申請時期 
随時。事前に掲示板設置等の場所や工事時期について、区にご相談

ください。 

 

● 防犯カメラ等補助金 

整

備

費 

概 要 

町会・自治会・商店会等の地域団体が、当該地域の道路等に

おける区民等の安全確保および犯罪の防止を目的として設置

する防犯カメラ等整備費（新設、増設、交換および大規模な

改修）を補助金として交付します。 

対 象 町会・自治会および商店会 

補助金額 
整備に要する経費の６分の５ 

（上限 1,700 万円、カメラ 1 台あたり 60 万円） 

申請締切 
設置を予定している年度の前年度７月末日までに、区へ事業

計画書等の提出が必要です。 

維
持
管
理
費 

概 要 

上記の整備費の助成により、設置した防犯カメラ等の維持管

理費（保守点検、修繕、電気の供給等）を補助金として交付

します。 

対 象 町会・自治会および商店会 

補助金額 

防犯カメラ１台につき、15,000 円を限度に補助します。 

【実際にかかった経費＜15,000 円×防犯カメラ数】になった

場合には、経費＝補助金額となります。 

申請締切 ２月末日。詳細については区にご相談ください。 
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■ 地域活動補償制度 

● 概要 

この保険は、港区で地域貢献活動をしている団体・グループのみなさんが安心して活動

できるよう、港区が保険料を負担して、賠償責任事故と傷害事故の補償を行う制度です。

事故が発生した場合は、以下を確認のうえ、速やかに協働推進課まで事故の内容をご連絡

ください。 

● 補償対象 

港区に活動拠点があり、無償で区民に公益性のある活動をしている団体 

対象 活動例 

・ 町会・自治会 

・ 各地区生活安全活動推進協議会

・ 防災住民組織 

・ 老人クラブ        等

清掃活動、防災・防犯・交通安全活動等 

※ 届出・報告等により、区がその団体および活動

について内容を把握しているものを対象として

います。 

・ スポーツ・競技等における事故や、脳疾患・疾病・心神喪失によるけがは対象となりません。 

・ 地域貢献活動者に対する補償であり、閲覧者・観客は、補償の対象となりません（主催者の過

失による賠償責任が生じた場合の補償はございます）。 

・ 団体活動でない個人的活動・政治活動、宗教活動、営利目的とする活動は対象となりません。 

・ その他保険金をお支払いできない場合については、保険契約上の約款に準じます。 

・ 事故の状況や本人過失等の状況によっては、保険金をお支払いできない場合があります。 

● 補償の範囲 

補償項目 補償額 

賠
償
責
任
事
故

身体賠償 
１人につき   6,000 万円限度 

１事故につき  ２億円 

財物賠償 １事故につき  1,000 万円限度 

保管物（受託物）賠償 １事故につき  100 万円限度 

傷
害
事
故 

死亡 １人につき   500 万円 

後遺障害 １人につき   15 万円～500 万円 

入院 １人につき   日額 3,000 円 

通院 １人につき   日額 2,000 円 

※ 事故のあった日から 180 日以内の入院・通院が対象です。かつ実通院日数は 90 日が限度です。 

※ 一部、保険期間中（１年間）の合計補償額の上限があります。他の事故等ですでに支払った

保険金が合計補償額の上限を超えている場合、保険金をお支払いできない場合があります。 
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■ その他の町会活動支援 

● 町会・自治会加入のご案内 

 港区に転入手続に来られた方に、区民課窓口で配布しています。 

● 町会・自治会加入希望の電子申請 

港区では、従来から協働推進課窓口において町会・自治会への加入希望を受け付けてい

ます。区民の方から申請を受けた後は、従来どおり各町会・自治会の会長様へご連絡いた

します。 

※ 電子申請については、「町会・自治会加入のご案内」にも案内しています。また港区

ホームページにて、電子申請サービス（外部サイト）を確認できます。 

 

掲載場所 
港区ホームページ⇒暮らし・手続き⇒町会・自治会 

⇒各地区町会・自治会一覧及び加入案内 

 

● 月例町会発送物の電子化 

 毎月、協働推進課より発送している町会・自治会あて発送物について、発送物をデータ

化し、港区ホームページ及びデジタル回覧板（令和５年度導入予定）でお知らせします。 

 これまでどおり、毎月の紙での発送は行いますが、発送物の電子データでの回覧等を行

う町会・自治会については、港区ホームページ上のデータやデジタル回覧板をご活用くだ

さい。 

  

掲載場所 
港区ホームページ⇒暮らし・手続き⇒町会・自治会 

⇒各地区町会・自治会への月例発送物 

掲載時期 
毎月１日に前月分の発送物を掲載予定 

（例：４月発送分は５月１日に掲載） 

 

※ 発送物の電子データの港区ホームページの掲載、デジタル回覧板の導入に伴い、紙

での発送部数の変更が生じた場合や、ご不明な点等ございましたら、協働推進課へご

連絡ください。 
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６ 都からの支援制度 

■ 地域の底力発展事業助成 

● 概要 

町会・自治会が行う地域の課題を解決するための取組を推進し、「地域力」の向上を図る

事業に対して、東京都が助成を行います。 

詳細は、別途送付している「『地域の底力発展事業助成』ガイドライン」を参照するか、

下記記載のお問合せ先にご確認ください。 

 

● 申請できる団体および補助限度額 

東京都内に所在する地縁団体（町会・自治会） 

申請できる団体の種類 団体例 補助限度額 

区市町村の範囲を超えた 

町会・自治会の連合組織 
東京都町会連合会 ２００万円 

区市町村を単位とする 

町会・自治会の連合組織 
○○区町会連合会 ２００万円 

区市町村内の一部地域を単位と

する町会・自治会の連合組織 
○○地区町会連合会 １００万円 

区市町村内の単一町会・自治会 ○○町会、○○自治会 ２０万円 

※事業区分等により助成金額（補助率、限度額）が異なります。 

 

● 申請時期 

募集回 募集期間 
交付決定 

時期 

申請できる 

事業の実施時期 

１ 
事前相談：令和５年３月１日（水）～３月８日（水）午後５時

申請締切：令和５年３月１４日（火）午後５時【必着】 
４月上旬 

４月１日 

以降 

２ 
事前相談：令和５年４月３日（月）～５月 15 日（月）午後５時

申請締切：令和５年５月 31 日（水）午後５時【必着】 
７月上旬 

７月 10 日 

以降 

３ 
事前相談：令和５年６月１日(木)～８月 10 日（木）午後５時 

申請締切：令和５年８月 31 日（木）午後５時【必着】 
10 月上旬 

10 月 10 日 

以降 

４ 
事前相談：令和５年９月１日（金）～10 月 20 日（金）午後５時

申請締切：令和５年 11 月２日（木）午後５時【必着】 
12 月上旬 

12 月 10 日 

以降 

■ お問合せ先 

地域の底力発展事業助成についての詳細は以下にお問い合わせください。 

東京都生活文化スポーツ局 都民生活部 地域活動推進課 地域活動支援担当 

電話：０３-５３８８-３１６６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

港区町会・自治会ガイド  

編集・発行 港区六本木５－１６－４５ 

港区 麻布地区総合支所 協働推進課 協働推進係 

電話：０３－５１１４－８８０２（直通） 

 

 

 

 



令和５年３月２８日 

 

 麻布管内各町会・自治会長 様 

 

港区麻布地区総合支所 

協働推進課長 河 本 良 江 

 

 

令和５年度「港区総合防災訓練（麻布会場）」の 

開催予定日程等について（通知） 
 

 

 日頃から、港区の防災事業にご理解とご協力をいただきまして、ありがとうござい

ます。 

 さて、令和５年度の港区総合防災訓練（麻布会場）を下記のとおり開催する予定で

すので、ご案内いたします。 

 大震災から自らの生命と自分たちのまちを守るため、貴町会・自治会及び貴防災会

におかれましては、積極的にご参加いただきますようお願いします。 

なお、参加確認のご案内や訓練内容等は今後改めてお知らせします。 

 

 

記 

 

 

１ 日 時  令和５年１１月１２日（日） 

午前９時３０分～午前１１時３０分（予定） 

            

２ 場 所  港区立六本木中学校（住所：港区六本木６－８－１６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ そ の 他  訓練内容の詳細は、後日改めて送付いたします。 

 

 

【問合せ】 

港区麻布地区総合支所 協働推進課 協働推進係 

担当：上村・浅野・有川 

TEL：５１１４－８８０２ 

FAX：３５８３－３７８２ 
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